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平成２５年度 国際小委員会における審議状況について（案） 

 

１．はじめに 

今期（第１３期､平成２５年度）の文化審議会著作権分科会の第１回国際小委員会に

おいて､今期の本委員会では昨期の審議に基づき､以下の課題について検討を行うことと

された。 

 

（１） インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方 

（２） 著作権保護に向けた国際的な対応の在り方 

（３） 知財と開発問題､フォークロア（伝統的文化表現）問題への対応の在り方 

（４） 主要諸外国の著作権法及び制度に対する､課題や論点の整理 

 

２．審議の状況 

（１）インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方 

① 国境を越えた海賊行為に対する対応 

今期の小委員会においては､侵害発生国における海賊行為への取組等を把握するため､

韓国との政府間協議において聴取された､インターネット上の著作権侵害対策に係る韓

国政府の取組として､スリーストライクの運用状況､侵害サイトに対するサイトブロッキ

ングの適用等が紹介（第３回小委員会）された。 

 

 また､海外における海賊版対策における課題として､文化審議会著作権分科会報告書

（平成２３年１月）において､海外における著作権侵害に関して､権利者団体や海外に積

極的に展開しているコンテンツ業界からのヒアリングによれば､侵害実態をその国での

侵害摘発事案から推計するしかなく､個別の権利者では正確な実態把握が困難であるこ

とが判明した。 

 

こうした課題に対応するため､文化庁により平成２４年度において､効果的な海外に

おける海賊版対策を企画・立案する上での基礎的な情報を収集するため､中国における日

本のパッケージ及びノンパッケージ型コンテンツに係る著作権侵害の実態調査が実施さ

れ､その調査結果を聴取（第１回小委員会）した。 

 

 調査結果として､中国都市部（北京､上海､広州､重慶）のインターネット利用者に対す

る聞き取り調査に基づき､日本のコンテンツの入手経験率､コンテンツ類型ごとの利用実

態､都市間比較による傾向・特徴､正規流通に対する要望､日本コンテンツの侵害規模の推
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計等が報告された。  

 調査により判明した侵害状況に加え､現在､我が国の権利者がコンテンツ海外流通促進

機構（ＣＯＤＡ）を中心に､中国の動画投稿サイト上の違法コンテンツの削除要請や市場

における海賊版の一斉取締りに取り組んでおり､一定の成果を上げている状況も報告さ

れた。 

 

 今後､中国との二国間協議等において､こうした調査で経た知見を踏まえ､より実効的

な海賊版対策の実施を要請することが必要であり､動画投稿サイトに対する削除要請等

においては､権利者がまとまって権利行使をするための団体としての連携が一定の効果

を上げていることから､引き続き団体としての効果的な侵害対応が可能となるよう政府

としても必要な支援を検討すべきである。 

 

 また､不正流通対策として正規版コンテンツの流通を進めていく上で､中国において､

様々な阻害要因があり､日本の正規版コンテンツの流通が迅速に行われていない状況に

ついても指摘がなされており､海賊版対策として我が国の正規コンテンツの流通促進の

問題も検討を進めるべき課題である。 

 

② 政府間協議の対象国拡大に向けた今後の取組 

 海賊行為への対応の在り方としては､文化審議会著作権分科会報告書（平成２３年１月）

において､我が国のコンテンツ企業の動向を踏まえつつ､政府間協議の対象の東南アジア

諸国等への拡大を検討するべきとされたことから､平成２４年度第４回小委員会におい

て政府間協議の対象国拡大に向けた今後の取組について検討が行われた。  

 

 各国の著作権保護における課題等を踏まえ､既存の海賊版対策事業等を活用しつつ重

点とする当該国・地域との関係強化に努め､政府間協議の対象国拡大への環境を整えるべ

きであるとされた。 

  

また､「知的財産政策ビジョン」（平成２５年６月）において､アジア振興国のニーズ

や制度の整備状況を踏まえ､著作権の集中管理制度の整備､人材育成､普及啓発活動に対

する支援を一層推進し､新興国における著作権のエンフォースメントを推進すること長

期ビジョンとして取り組むこととしている。 

 

 これらを踏まえて､今後の海賊版対策事業等を活用した関係強化､著作権制度の整備等

を検討していく上で参考とするため､文化庁が開催した「アジア著作権セミナー」（平成

２５年３月）の概要及び参加国（インドネシア､タイ､ベトナム､マレーシア）との二国間
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協議の結果を聴取（第１回小委員会）した。 

 文化庁から､「アジア著作権セミナー」の概要について報告があり､参加国に対してイ

ンターネット上の著作権保護や著作権集中管理に関する情報提供を行ったことに加え､

参加国との文化庁との間で二国間協議を行い､著作権保護の現状と課題や必要としてい

る支援に関する情報収集を実施したとの報告があった。 

 

 参加国に共通する課題としては､デジタル環境における著作権保護や海賊版対策､著作

権普及啓発の向上であるとの報告があり､また､著作物の適切な利用や効果的な保護を進

めていく上で､著作権集中管理の必要性に対する認識が高まっており､各国政府において

重要な政策課題として位置づけられているが､制度整備､管理事業者の育成等において多

くの課題が存在しているとの報告がなされた。 

 

 「アジア著作権セミナー」の参加国は､日本のコンテンツの普及状況等にかんがみ､今

後も政府間協議の継続が予定されることから､現在､文化庁による参加国に対する著作権

分野における協力事業の実施状況についても聴取（第２回小委員会）した。 

 

 文化庁より､平成２５年度の協力事業として､インドネシア知的財産総局長及び著作権

担当局長の日本招へい､ベトナム著作権局長の日本招へい､著作権集中管理係る研修の実

施､著作権の権利執行等に係るセミナーの開催､各国における普及啓発に対する支援等が

説明され､インドネシア政府の要請を踏まえた取締り担当政府職員を対象とするトレー

ニング・セミナーのジャカルタにおける開催についての報告（第３回小委員会）がなさ

れた。 

 

さらに､参加国からの協力要請においては､各国における著作権保護や著作物の利用

に関する著作権者の関心の高まりを反映し､著作権集中管理に係る協力に対するニーズ

が共通して高いとの報告があった。より詳細にアジア地域における著作権集中管理に関

する状況を把握するため､日本音楽著作権協会による音楽著作権の集中管理に関する報

告が行われ､アジア太平洋地域における集中管理団体の概況､アジア地域の管理団体から

の入金状況等を聴取（第２回小委員会）した。  

  

 報告においては､アジア地域における著作権管理の課題として､集中管理団体設立のた

め法整備（カンボジア､ミャンマー､ラオス）､団体の管理能力の向上､著作権団体への録

音権委任､使用量分配データの収集､海賊版対策（パッケージ､インターネット）等が指摘

された。 
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 今後の著作権分野における協力事業としては､協力事業の成果及び対象国の要請を踏

まえ､海賊版の取締り､権利執行の支援､著作権集中管理の強化､普及啓発の向上等に対し

て継続的な支援を行い､こうした協力を通じて政府間協議の対象国の拡大のための環境

整備を進めていく必要がある。 

 

（２）著作権保護に向けた国際的な対応について 

① 視覚障害者等の発行された著作物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約

（仮称）の採択 

＜経緯＞ 

 著作権者の権利内容に抵触する態様で著作物を利用しようとする場合に､各権利者の

許諾を必要とすることは､我が国のみならず現行の国際的な著作権保護システムにおけ

る一般原則であるが､公益上の理由から､あるいは著作物の円滑な利用を促進する目的な

どから､世界各国において著作権等の制限と例外に関する規定が導入されている。しかし

ながら､これまで権利の制限と例外の規定については､世界各国がその国内状況に応じて

独自に定めるのが通常であり､国際的な統一ルールは存在していなかった。 

 

このような状況下､著作権等の国際的な保護の在り方を議論する場である世界知的所

有権機関（ＷＩＰＯ）の著作権等常設委員会（ＳＣＣＲ）において､途上国から､i) 知識

へのアクセシビリティを更に向上させるために､パブリックドメインの確保等を実現す

るための権利の制限措置について国際的なルールを設定すべきであること､ii) 近年の

インターネット等の普及が知識に容易にアクセスできる手段をもたらしたにもかかわら

ず､国際的な著作権保護システムが障壁となっているため､これを利用者重視したものに

転換する必要であること､等が主張され､２００５年から権利の制限と例外に関する議論

が開始された。 

 

当初､先進国側は､権利の制限と例外の規定の導入については､各国の国内事情を踏ま

えて柔軟に対応できるようにすべきであり､既にスリーステップテストによって検証す

る方法が定着していることから､これを改める必要性はない､と主張して途上国側と対立､

議論は停滞していた。ところが､２００９年に中南米諸国が､対象を視覚障害者等に限定

した条約案を提出したのを皮切りに､米国､ＥＵ､及びアフリカグループが､それぞれ合意

文書案等を提出したことから､視覚障害者等を対象とした権利の制限と例外に関する条

約策定の気運が急速に高まった。 
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 その後､第２２回ＳＣＣＲ（２０１１年）において作成された議長文書をベースに､数

次のＳＣＣＲ及び中間会合における議論が積み重ねられた結果､２０１２年１２月に開

催されたＷＩＰＯ臨時総会において､外交会議の開催が決定され､２０１３年６月末､マ

ラケシュにおいて「視覚障害者等の発行された著作物へのアクセスを促進するためのマ

ラケシュ条約（仮称）」として採択された。 

  

＜条約の内容と我が国の今後の対応＞ 

 本条約の主たる内容は以下の通りである。 

(ア) 対象となる著作物は､書籍等のテキスト形式のものである（第２条） 

(イ) 受益者は､視覚障害者等に加えて､肢体不自由者（身体障害により､書物を支え

ること､又は扱うことができない人）を含む（第３条） 

(ウ) 締約国は国内法において､視覚障害者等のために著作権（複製権・譲渡権・利

用可能化権）の権利の制限規定を設ける（第４条） 

(エ) 締約国は視覚障害者等に利用しやすい形式の複製物（点字図書やＤＡＩＳＹ 

図書等）について､締約国間の輸出入が許容されるようにする1（第５条､第６

条） 

(オ) 条約は２０箇国が締結してから３箇月後に発効する（第１８条） 

 

 本条約の成立により､視覚障害者等に関する権利の制限について国際的規範が定めら

れるとともに､点字図書やＤＡＩＳＹ図書等の利用しやすい形式の複製物の国境を越え

たやりとりが円滑化されることにより､我が国はもとより世界中の視覚障害者等の著作

物へのアクセス環境が改善することが期待され､非常に有意義である。 

 今後は､締約国間の利用しやすい形式の複製物の輸出入を担う組織（Authorized 

Entity）の選定､肢体不自由者のための複製等についても権利の制限と例外とする著作権

法の改正等､必要な作業を進め､条約を早期に締結することが望まれる。 

 

②ＳＣＣＲにおける外の議論 

ＳＣＣＲでは､視覚障害者等向けの権利の制限と例外以外の著作権及び著作隣接権関

連の論点として､放送機関保護のための条約（放送条約）､及び､外の権利制限と例外に関

する議論が進められている。 

 

                                            
1 具体的には，輸出国の国内法の権利制限規定等に基づいて作成された，視覚障害者等に利用しやすい形

式の複製物を，輸出国の“Authorized Entity”と呼ばれる団体（点字図書館や図書館等が想定されている。）

が，輸入国にいる受益者に，その複製物を提供できるようにする（“Authorized Entity”を通じてでもよ

い）ことが求められている 
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②－１ 放送機関の保護 

＜経緯＞ 

 １９９８年１１月以降､放送機関にインターネット時代に対応した保護を与え､放送信

号の不正使用等の防止に関する国際的なルールを定めるべく､放送条約の検討が行われ

ている。 

 

 放送条約の議論について我が国はこれまで､条約形式の提案や論点整理ペーパーを提

出する等､積極的に関与してきたが､各国の放送機関保護法制の間に大きな隔たりがある

ことに起因し､長期にわたり目立った進展はみられなかった。 

 

このような状況下､第２３回ＳＣＣＲ（２０１１年）において､インターネット上の送

信を保護の対象に含める南ア・メキシコ提案が提出され､放送条約の成立へ向けた動きが

再びみられ始めたところ､我が国は､これまでの各国提案を絞り込んだ提案をＷＩＰＯ事

務局に提出する等､引き続き積極的に対応してきた。その結果､第２４回ＳＣＣＲ（２０

１２年）において､我が国提案を含む形でシングルテキスト化された作業文書が作成され

るに至った。 

 

その後､２０１４年に外交会議を開催することを目指して議論が続けられ､２０１３

年４月に開催された放送条約に関する中間会合では､当該文書に基づいて､条約の受益者､

適用の範囲､及び権利・保護の範囲について議論されたが､依然各国の対立が根深い状況

が続いていた。 

 

＜現在の議論と我が国の対応＞ 

 現在の主な論点として､i) 伝統的放送機関が行うインターネット上の送信の保護の在

り方､ii) 固定後の権利（複製権､利用可能化権等）､iii) 受信した放送のインターネッ

ト上への再送信､iv) 放送前信号の保護の在り方､v) 暗号解除､vi) 保護期間等が挙げら

れる。 

 

 これらの主要論点のうち､懸隔点の一つは､「伝統的放送機関によるインターネット上

の送信」を保護対象とするか否か､という点にある。当該論点について､欧米諸国を始め

とした多くの国々は､これを条約の保護対象とすることが必要であるとする一方で､イン

ドは､保護対象とすべきではないと強硬に主張し続けている。我が国は過去の議論の中で､

伝統的放送機関とウェブキャスター（伝統的放送機関以外のインターネット上の送信を

行う者）とのバランスや､「伝統的放送機関によるインターネット上の送信」の範囲（サ

イマルキャスティングのみを対象とするのか､あるいはウェブキャスティングやオンデ
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マンド送信を含むのか）等に関する検討が不十分であるとの認識にしたがい､放送条約の

早期採択を目指すには､インターネット上の送信をいったん条約の議論とは切り離し､よ

り懸隔点の少ない伝統的放送機関による伝統的放送に関する条約の議論を先行させるの

が好ましいとしてきた。 

 

しかしながら､近年の放送条約の議論において､“technology neutral”（地上波放送､

衛星放送､有線放送､インターネット上の送信を含むすべての媒体を同等に扱うこと）と

いう概念を主張する声が次第に強くなりつつある。他方､インドのようにインターネット

上の送信を保護することに強硬に反対する国が存在することからすると､インターネッ

ト時代に即した保護を早期に放送機関に与えるため､本条約の早期採択を目指すには､イ

ンターネット上の送信を議論から切り離すことを主張するよりも､むしろ､これを保護の

対象とした上で､その保護は任意である､とするのがより建設的であるとともに，各国も

受入れやすであろうとの判断のもと､我が国は２０１３年１２月､伝統的放送機関による

インターネット上の送信について､条約上の任意的保護の対象とする条文案を､既存のテ

キストに対する追加提案として提出した。 

 

これを受けて同月に開催された第２６回ＳＣＣＲでは､我が国提案の柔軟性を歓迎す

る旨の発言が多くの国からなされるとともに､インターネット上の送信の扱いを含めた

主要論点について､態度が必ずしも明確ではなかった国々が態度を表明し始めた。権利・

保護の範囲の論点についても､米国が新たな提案を議場配布する等､各国の積極的な参画

により議論が活性化してきている。 

 

 本議題については､我が国や米国・ＥＵだけでなく､南ア・メキシコなどの途上国側も

前向きな姿勢であり､早期の外交会議の開催を目指して､引き続き活発に議論が行われる

ことが期待されるところ 我が国としては､各国における議論の動向を踏まえながら､著

作権法及び関連する法制度による対応の状況を考慮しつつ､積極的に対応していくべき

である。 

 

②－２ その他の権利の制限と例外 

＜経緯＞ 

２００５年に権利の制限と例外の議論が開始されて以降､上記視覚障害者等のための

もの以外の権利の制限と例外についても､ＳＣＣＲの議題として取り上げられている。具

体的には､i) 図書館とアーカイブのための権利の制限と例外､ii) 教育機関と研究機関

等のための権利の制限と例外､の２つの観点が議題として取り上げられているものの､議

論はまだ緒に就いたばかりの段階である。 
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＜現在の議論と我が国の対応＞ 

これらの権利の制限と例外についても､先進国側は､その導入の検討に当たっては各

国の国内事情を踏まえて柔軟に対応できるようにすべきとのスタンスであり､議論は各

国の法制度､プラクティス､経験の共有を中心に行うべきと主張する一方で､アフリカグ

ループや中南米諸国等は国際的に法的拘束力のある文書の作成を求めており､両者の間

で意見の隔たりが大きい。その結果､議論のベースとなる作業文書としていかなるものを

作成すべきか（先進国側の法制度等の紹介と途上国側のテキスト提案とをどのようにま

とめるか）という点や､途上国提案のテキスト中に含まれる､本議題とは無関係と考えら

れる項目を作業文書に含めるか否か､等を始めとして依然としてコンセンサスがほとん

ど得られていない状態である。 

 

これらの権利の制限及び例外については､我が国としては､引き続き､スリーステップ

テストの考え方を踏まえ､適切な議論を行うことが必要であるとの方針のもと､何らかの

国際文書を作成する場合には､各加盟国がそれぞれの国内事情を踏まえ､柔軟な対応が可

能となるようにすべきである。 

 

（３）フォークロア（伝統的文化表現）問題への対応について 

フォークロアの保護については､ＷＩＰＯの遺伝資源・伝統的知識及びフォークロア

に関する政府間委員会（ＩＧＣ）において議論がなされているところであるが､先進国と

途上国との間で､法的拘束力を有する枠組みの構築の可否等､根本的な論点において､意

見に隔たりが見られる状況である。 

 

第７回ＩＧＣ（２００４年）においてＷＩＰＯ事務局が作成した作業文書を足がかり

に､テキスト形式の議論が行われているが､２０１３年７月に開催された第２５回ＩＧＣ

においては､目的､保護対象（フォークロアの定義）､受益者､保護範囲､及び権利の制限と

例外､の項目に論点を絞ってテキストの洗練化が試みられたものの､意見の対立により､

かえってオプションやブラケットが増える結果となり､懸隔は解消されないまま､より複

雑化したテキストが作成されるにいたっている。 

 

途上国は､受益者により強い権利を与えられるべきであること､文書を法的拘束力の

あるものとすること､次期予算年度（２０１４年～２０１５年）に外交会議を開催するこ

と等を主張する一方､我が国を含む先進国からは､既に多くのフォークロアはパブリック

ドメインに帰しているため､利用との関係から権利を与えることには慎重であるべき､文

書の法的性質や外交会議の開催時期については､議論が熟していないため予断すべきで

はないこと等が主張されている。 
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我が国は従来､フォークロアの保護の取組は､各国が地域の特性や文化に合わせて､文

化財保護の取組､不正競争防止法等による対応などによって実施していくことが適切で

ある､との方針であるが､引き続き当該方針を踏まえつつ､ＩＧＣを始めとした国際的な

議論の動向に留意し､これに参画していくことが必要である。 

 

（４）主要諸外国の著作権法及び制度に対する､課題や論点の整理 

 近年､マルチのフレームワークのみならず､ＦＴＡ・ＥＰＡの枠組みにおいても知的財

産保護を推進しようという取組等､著作権法制度を巡る様々な動きが諸外国においてみ

られるところ､それらの動向に目を配る必要がある。そこで､諸外国の著作権法制と､我が

国の著作権法制との比較を含めて有識者からヒアリングを行い､あり得べき論点につい

て議論した。 

 

④－１ 権利者不明著作物の扱い 

近年､文化遺産としての書籍の保護だけでなく､その文化遺産を電子図書館等の形で

公衆が利用できるようにしようという動き等に伴い､権利者不明著作物､いわゆる孤児著

作物の問題が､ＥＵ､米国等にてクローズアップされてきている。 

米国では､グーグルが立ち上げたグーグルサーチプロジェクトに対して､米国の著作

者団体（Authors Guild）が起こした訴訟において､著作物の７５％を占めると言われる

権利者不明著作物の扱いについて､著作権者が利用許諾しないことを告知しない限りは

原則利用許諾されたと見なすことが､著作権法上あるいは独占禁止法上問題がないのか

という点について争われていることが報告された。 

またＥＵでも､電子図書館設立の動きに連動し､２０１２年１０月に孤児著作物指令

が成立しており､当該指令では､著作者を発見できない場合､i) 第一発行国において､公

共のアクセスが可能な図書館等が事前に「入念な調査」を行い､その調査記録を欧州共同

体商標意匠庁が管理するデータベースに登録することにより､「権利者不明著作物の地位」

を得ることとなり､この地位を相互承認することにより､欧州連合全体で権利者不明著作

物とみなされること､ii)加盟国は､非商業的利用目的，及び公共目的を有する場合､権利

者不明著作物とみなされた著作物について､図書館等の公共機関による公衆送信と一定

目的の複製行為が許されるよう､権利の例外又は制限を設けること等が定められている

ことが紹介された。 

 

④－２ 書籍電子利用法 

 フランスにおける電子書籍関連の最近の動きとして､２０１２年３月に公布された「２

０世紀の入手不可能な書籍の電子利用に関する２０１２年３月１日法」について報告さ

れた。当該制度は､フランス国立図書館で入手不可能な２０世紀の書籍のデータベースを
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整備し､登録された書籍について､集中管理団体が､利用者に対してデジタル方式による

複製と配信に関する利用許諾を行って､利用者から利用料を徴収して著作者と出版者に

その徴収した利用料を分配するというものである。データベースへの登録対象書籍とし

て求められる要件は､２００１年１月１日よりも前にフランスで発行されたものである

こと､出版者による販売の対象になっていないこと､現に印刷又はデジタル形式による発

行の対象とされていないこと等､があり､管理の対象とされた書籍は､集中管理団体がま

ず当初印刷形式で書籍を出版したオリジナル出版者に対して､１０年間の独占的利用許

諾を提案し､３箇月以内に当該出版者が受諾しなかった場合には､一般のユーザーに対し

て５年間の非独占的利用許諾が行われることとされている。 

 

④－３ ドイツにおける報酬請求権制度（辻田委員発表後補充） 

 

３．開催状況 

 第１回 平成２５年５月３１日（金） 

（１） 主査の選任等について 

（２） 国際小委員会審議予定について 

（３） WIPO 等における最近の動向について 

（４） 権利者不明著作物について（潮海 久雄委員） 

（５） アジア著作権セミナーの報告 

（６） 海外における著作権侵害等に関する実態調査報告書（中国）の報告 

（７） その他 

 

 第２回 平成２５年１１月１５日（金） 

（１） WIPO 等における最近の動向について 

（２） 著作権分野における我が国による海外協力について 

         ①文化庁による海外協力について 

         ②アジア地域における音楽著作権の集中管理（JASRAC 渡辺 聡副本部長） 

（３） フランスにおける書籍電子利用法の運用状況（井奈波 朋子委員） 

（４） その他 

 

 第３回 平成２６年１月３１日（金） 

（１） WIPO 等における最近の動向について 

（２） 政府間協議等の報告 

（３） ドイツ著作権法における私的複製補償金制度について（辻田 芳幸委員） 

（４） 平成２５年度国際小委員会の審議状況について 
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（５） その他 

 

４．委員名簿  

浅原 恒男 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会常務理事 

蘆立 順美 東北大学大学院法学研究科教授 

井奈波 朋子 弁護士 

上野 達弘 早稲田大学法学部教授 

奥邨 弘司 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

小原 正幸 一般社団法人日本音楽著作権協会常務理事 

梶原 均 日本放送協会知財展開センター著作権・契約部長 

久保田 裕 一般社団法人ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｪｱ著作権協会専務理事・事務局長 

後藤 健郎 一般社団法人日本映像ソフト協会専務理事・事務局長 

笹尾 光 一 般 社 団 法 人 日 本 民 間 放 送 連 盟 知 財 委 員 会 ラ イ ツ 専 門 部 会 法 制 部 会 主 査 

潮海 久雄 筑波大学大学院ビジネスサイエンス系教授 

主査代理 鈴木 將文 名古屋大学大学院法学研究科教授 

大楽 光江 北陸大学未来創造学部教授 

辻田 芳幸 名古屋経済大学法学部教授 

主査 道垣内 正人 早稲田大学大学院法務研究科教授､弁護士 

中村 伊知哉 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 

野口 祐子 弁護士 

畑 陽一郎 一般社団法人日本レコード協会理事（法務・管理担当）                                                        

（以上１８名） 


